
喫煙可能室におけるたばこの煙の流出防止措置について
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喫煙可能室

設置できる施設： 既存特定飲食提供施設

場所： 屋内の「全部又は一部」

必要となる措置： 室外への煙の流出防止措置

【健康増進法改正における位置づけ】

既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業
者が運営するもの

直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが
事業継続に影響を与えることが考えられる

一定の猶予措置

資料２

〈条文抜粋〉
当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋
内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合し
た室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をすることができる場所として定めることが
できる。

施設
全面喫煙

店舗外
禁煙エリア

流出防止

店舗出入口

屋内の共用（禁煙）エリア
20歳未満の立入あり

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://samurainokokoro.com/wp-content/uploads/2017/02/6fd49775a9b2aef979c7e6fc6d2335a5_s-640x400.jpg&imgrefurl=http://samurainokokoro.com/2017/02/25/%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B%E3%82%82%E5%96%AB%E7%85%99%E3%82%92%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A7%E7%A6%81%E6%AD%A2%EF%BC%81%EF%BC%9F%E5%96%AB%E7%85%99%E5%AE%A4%E8%A8%AD%E7%BD%AE/&docid=P28NjycRzeDZEM&tbnid=GrtOtmrlPqcBTM:&vet=10ahUKEwjv5be8m7DWAhVFV7wKHThCDRgQMwhRKCIwIg..i&w=640&h=400&bih=648&biw=1366&q=%E5%96%AB%E7%85%99%E3%80%80%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E3%80%80%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97&ved=0ahUKEwjv5be8m7DWAhVFV7wKHThCDRgQMwhRKCIwIg&iact=mrc&uact=8


喫煙可能室におけるたばこの煙の流出防止措置として
考えられる項目の整理（議論・検討用）
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喫煙可能室におけるたばこの煙の流出防止措置としては、これまでの取り組みから
以下の対応が示されている。

○ 壁
・店舗と共有部分の間に、壁を設ける

○ 扉
・店舗の出入口に、扉を設ける
・扉は、スライドドアで、半自動のもの（手動で開き、自動で閉まるもの）がよい

○ 換気風量
・ 換気扇の交換等により、換気風量を高める
・ 有圧換気扇が推奨される 次ページ上図参照

○ レイアウトの工夫
・たばこ煙が室内に拡散する前に排気することによって換気効率を上昇させ
る等、レイアウトの工夫もある 次ページ下図参照
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実行ベースでの能力が
見込まれる有圧換気扇
の例（ウェザーカバーの
設置等による圧力損失
を40Paと見積もると、実
際の風量は1800㎥/h程
度と見込まれる）

出所：メーカーのカタログ

喫煙を換気扇の周りへ誘導することで、出入り口からの煙の流出を
低減させる室内レイアウトの工夫

出所：職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に
関する専門家検討会報告書（平成27年5月）を参考に
作成
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喫煙は換気扇の近
くで行われるような
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